
会計年度任用職員（保育士）の名簿登録者募集要項 

 

 

会計年度任用職員（保育士）の名簿登録者を次のとおり募集します。繁忙期や欠員補充など必要に応じ

て、登録者の中から選考により任用します。 

任用の場合は所属の担当者から本人へ連絡します。 

 

※登録者の中から必要に応じて選考の上、任用しますので、登録された方が必ず任用されるわけではあ

りません。なお、この登録は令和 8年３月３１日まで有効です。 

 

１ 職種 

   保育士 

 

２ 主な勤務内容 

  一時預かりでの子どもの保育、施設内における親子の見守り、親子教室等 

   

３ 必要な資格

保育士の資格 

 

以下の欠格条項のいずれかに該当する人は登録できません。 

欠格条項（地方公務員法第１６条） 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの

者 

２ 吹田市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から第６３条までに

規定する罪を犯し刑に処せられた者 

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

４ 勤務条件 

任用期間 令和 8年 3月１日から令和 8年３月３１日まで 

※次年度以降も任用の必要性があり、かつ、勤務成績が良好な場合は再度の任用を

行うことがあります。 

勤務場所 吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館のびのび子育てプラザ 

勤務日及び時間 週５日（３８．７５時間） 

午前８時４５分から午後５時１５分まで、午前９時３０分から午後６時まで（休憩４５分

を含む。） 

※年末年始（１２月２９日～１月３日）は休み。 

※土日祝日勤務の場合もあり。 

給与 月給 243，504円（地域手当を含む。） 



（再度の任用時には、当該職としての経験に応じて、一定の範囲で加算される場 

合があります。） 

諸手当等 吹田市会計年度任用職員の給与等に関する条例に基づき、通勤手当、期末手当等が

支給されます。 

休暇 勤務日数及び任用期間に応じて年次休暇等を付与 

社会保険 健康保険・厚生年金・雇用保険等 

服務 地方公務員法の服務及び懲戒に関する規定の対象となります 。 

その他 任用時はすべて条件付とし、原則として任用後１か月を良好な成績で勤務したときに正

式採用となります。 

 

※１ 任用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより変更します。 

※２ 任用までの間に、任用することにふさわしくない非違行為等があった場合は、任用しません。 

※３ 日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は任用されません。 

※４ 任用の場合は所属の担当者から本人へ連絡しますので、詳細な勤務条件についてはその際にお問合

せください。 

 

５ 登録手続 

登録票と資格証明書（写し）を吹田市役所児童部のびのび子育てプラザへ提出（持参または郵送） 

（郵便番号）５６５－０８２４ 

（住所） 吹田市山田西４－２－４３  吹田市児童部のびのび子育てプラザ宛て 

※郵送の場合は、封筒の表に朱書きで「会計年度任用職員登録票 在中」とご記入ください。 

 


